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要  約 

本稿では病児保育の現状と課題について考察する。共働き世帯の増加、一人親世帯の増加に伴い、保育所の待機児童

問題は深刻化している。とりわけ、病児保育に関してはニーズが高いにもかかわらず、環境整備はなかなか進まない。

病児保育サービスの広がりは、働き方改革の推進にもつながる。そこで、これまでの保育事業の変遷を踏まえ、病児保

育の課題を整理したうえで、異なる運営方式による病児保育所のありようを比較した。福祉政策としての病児保育の検

討は、女性の就労継続・再就職支援につながるものであり、労働政策の視点からも検討がなされるべきと考え、地域協

働によるサポートのネットワークについて考察した。 
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１．はじめに 

本稿は病児保育が求められる背景やその現状を整理し

たうえで、わが国における病児保育の充実に向けて示さ

れる具体的方策を明らかにする。女性の活躍促進の視点

から、病児保育に対するニーズを通して、コミュニティ

に根ざした社会的企業の可能性に関して考察することを

研究の目的とした。 

筆者はかねてより女性の再就職支援活動を通して、女

性の活躍促進に関する研究を進めてきたが、職住分離の

現代社会では、育児と仕事の両立は大きな課題である。

家族の小規模化、家庭役割の機能分化した社会では、保

育事業は洋の東西を問わず、また、父親・母親の役割を

担う子育て世代からも雇う側からも、大きな期待が寄せ

られている。 

子どもが病気になった場合、問題はさらに深刻化する。

子どもの病気がいつ発生するかは予測できるものではな

く、従業員から急に休みをとりたいと言われた職場は対

応に苦慮するのが当然であろう。しかしながら病気の子

どもを預けられる施設には限りがあり、自治体によって

もそのありようは異なる。急性期あるいは回復期それぞ

れの段階で必要なこと、為すべきことも違う。 

学卒で入職した場合には、職場の人間関係を構築する

なかで、結婚・出産・育児といったライフイベントへの

理解は得られやすい。実際にはそれでも休みを取りづら

いという声は少なからずある。ましてや、中断再就職を

希望する女性にとって、保育に足る状況を説明してもな

かなか理解は得られにくい。再就職した途端に休職され

るリスクが高い女性を、事業所側が敬遠するのは無理も

ないことである。育児休業が取得できたとしても、子育

てと仕事の両立が難しく、就労中断した場合には子育て

期の再就職は難しいとなれば、子育てと仕事の両立をあ

きらめる女性が増え、少子化に陥ることは致し方のない

ことである。 

わが国では病児保育の歴史は浅く、少子化対策の一環

で本格的に制度が検討され始めたのは記憶に新しい[注

１]。ワーク・ライフ・バランスという言葉がようやく顕

在化した頃は、「子どもが病気の時くらい親は休むべき、

働く者の労働条件を整えるのが先であり、それができれ

ば病児保育はいらない。」という主張が主流であった。こ

の主張は、社会が病児保育を作るから親が休めない悪い

職場環境が続く、といった批判にもつながり得る。共働

き世帯が当たり前になり、一人親世帯が増えているなか

で、ワーク・ライフ・バランスがようやく市民権を得る

に至り、働き方改革が打ち出されるようになった。しか

しながら、公の保育事業は地域によって異なり、制度に

頼らず民間企業や地域が主体となって運営できている事

例は、決して多いとはいえない。そこで、病児保育の現

状を整理し、課題を検討することは、子育て世代の就労

継続支援はもちろん労働力確保の点からも意義深いと考

える。 
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少子化に歯止めがかからない超高齢社会において、女

性の労働力に対する期待は大きい。しかしながら、待機

児童問題はなかなか解消されず、さらに、集団保育では

預かってもらえない、急性期や病み上がりの子どもの対

応は、地域の医療機関とも連携しながら検討する必要が

ある。年休消化率の低いわが国の労働現場では、長期に

わたって休みを取るのは難しい。子どもが回復に向かっ

ても、出席停止期間があれば登園させられない。比較的

軽微な病気のときは、保育をしてほしいという要望が出

るのは当然のことといえよう。 

内閣府によると、病児保育事業は地域子ども・子育て

支援事業として位置づけられ、子ども・子育て家庭を対

象とする事業として、市町村が地域の実情に応じて実施

することとされている。後述のとおり、現在病児保育は

市内の小児科と連携して自治体が利用者に補助金を負担

しているものもあれば、非営利組織によるもの、営利企

業によるものに分類される。視点を変えれば、従来の家

事代行サービスの一環で、急性期あるいは病み上がりの

乳幼児の見守り保育というものは昔からあったといえよ

う。 

次章以降では、病児保育創成期から今にいたる制度の

変遷を踏まえ、先行研究を整理するとともに多様な事業

主による病児保育の事例を紹介することにより、利用者

のニーズや事業継続上の課題について考察する。 

 

２．病児保育とは 

2-1 病児保育の歴史 

一般的には、普段保育園に通っている子どもが風邪な

どの軽い病気にかかり（あるいは回復期にあって）集団

保育が不可能な場合に、その子どもを預かって世話をす

ることを病児保育という。 

わが国の病児保育の先駆けは、東京都世田谷区の病児

保育室バンビ、大阪府牧方市の医療法人保坂小児科クリ

ニック併設枚方病児保育室と言われている。前者は 1966

年 6 月に東京都世田谷区のナオミ保育園の父母の会によ

って開設された。当時の名称は、「病時予後保育室バンビ」

といい、今日の病後時保育に相当する。対象は、ナオミ

保育園に在籍している園児に限られていた。後者は 1969

年 4 月に大阪府枚方市の香里団地保育所の父母の会と、

当時そのメンバーであった保坂智子医師らが中心になっ

て開設した。その後は、大阪府寝屋川市で「病気明け・

つくし病児保育所」が 1973 年に、青森市で「青森病児一

時保育所」が 1975 年に、ついで広島市に「さくらんぼ病

児保育所」が 1976 年に開設された。多様な目的・形態の

病児保育所が次々に誕生したが、やむを得ない事情によ

り病児を看病できない親を支援するという意図は共通で

ある。1991 年には厚生省の病児保育の必要性を認める答

申を受けて、既設の全国 14 施設が参加する形で、全国病

児保育協議会が設立された。1994 年になると子育て支援

施策として「エンゼルプラン」がつくられ、厚生労働省

雇用均等・児童家庭局保育課「保育所保育指針解説書」

に記載された保育指針の改定からは、時代とともに保育

所の役割と機能が広く社会的に重要なものとして認めら

れ、責任が大きくなっていったことがうかがえる [注２]。 

2008 年改定の「保育所保育指針」では、看護師等が配

置されている場合には、その専門性を生かした対応がで

きるようにするとある。いわゆる学校伝染病として定め

られた感染症に罹患した子どもが登所を再開する時期に

ついては、その出席停止期間を守ることを基本とするの

はいうまでもない。また、栄養士は、病児・病後児保育、

障害のある子ども、食物アレルギーの子どもの保育にお

ける食事の提供及び食生活に関する指導・相談に対応す

ると明記されている。疾病への対処という点から、病児

保育は専門職との連携が重要になるといえよう。 

日本医師会は、2006 年に「乳幼児健康支援一時預かり

事業 Q＆A」を発行するに至った。ジェンダー意識や職場

文化、男性の育児休暇取得にまで言及している点は注目

に値する。保育所は、子どもにとっては発達状態に応じ

た生活リズムを確保する生活の場であり、子育て支援の

拠点である。そして、保護者の、「子どもが病気のときが

も困る」という声を踏まえて病児保育は整備されてい

った。病児保育が拡充した要因は、深刻な少子化にほか

ならないといえるだろう。 

2-2 病児保育の定義 

全国病児保育協議会よると病児保育とは、「病気にかか

っている子どもに対しても、身体的・精神的・経済的・

教育的・論理的・宗教的な発達のニーズを満たす為に、

専門家集団(保育士、看護師、栄養士等)によって保育と

看護を行い、子どもの健康と幸福を守る為にあらゆる世

話をすること」とある [注３]。病児保育は、体調に不安

がある子供を預かる以上、万一の急変に備えることが必

要であり、技術の向上のための教育、研修が欠かせない。 

2-3 病児保育施設の分類 

エンゼルプランのなかで国の事業として制度化された

「乳幼児健康支援一時預かり事業」では、病（後）児保

育を次のように分類された [注４]。 
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遠藤雅子 

 

 

医療機関併設型 急性期に対応 センター方式 

保育所型 回復期 センター方式 

（園内方式） 

乳児院型・児童

擁護施設型 

回復期（急性期） センター方式 

単独型 回復期（急性期） センター方式 

派遣型 回復期 センター方式 

現在の「子ども・子育て支援新制度」では、以下のとお

り５つに類型化されている [注５]。 

病児対応型 回復期に至らな

い場合、且つ、

当面の症状に急

変が認められな

い場合 

病院・診療所、

保育所等に付設

された専用スペ

ースまたは専用

施設 

病後児対応型 回復期且つ、集

団保育が困難な

期間 

病院・診療所、

保育所等に付設

された専用スペ

ースまたは専用

施設 

体調不良児対応

型 

保育中に微熱な

どの体調不良と

なった場合 

保育所等におけ

る 緊 急 的 な 対

応、保健的対応 

非施設型（訪問

型） 

回復期に至らな

い場合または回

復期で且つ集団

保育が困難な期

間 

当該児童の自宅

において一時的

に保育する 

送迎対応 病児・病後児・体調不良児の対応に

おいて看護師、准看護師、保健師、

助産師または保育士を配置し、保育

所等において保育中に体調不良とな

った児童を送迎し、病院・診療所、

保育所等に付設された専用スペース

または専用施設で一時的に保育する

厚生労働省の 2017 年度保育対策関係予算の概要をみ

ると、受入児童数の拡大、入園予約制の導入、サテライ

ト型小規模保育事業所への支援等、待機児童解消にむけ

た改善点がみられる。保育環境改善等事業のなかには、

病児保育（体調不良児対応型）を実施するために必要な

設備の整備等に経費の一部を助成するとある。病児保育

が定義づけられた時代に比べると大幅に改善された感が

ある。 

 

３．調査の目的と方法 

病児保育の特徴と実態を踏まえ、先行研究を整理した

うえで、制度が変わりつつあるなかでの課題と可能性を

検討した。病児保育創成期の事例に関しては文献調査を

行い、 新の事例に関しては、千葉県流山市に誕生した

小規模認可保育所を 2017 年 6 月に視察し、１時間程度の

半構造化インタビューを実施した。主な調査項目は、①

事業所の名称と所在地、②経営組織、③事業形態、④開

所に至った経緯 等である。 

 

４．先行研究と本研究の意義 

 前述のとおり、病児保育は 2000 年に「乳幼児健康支援

一時預かり事業」として定義づけられ、2008 年には３度

目の改定がなされた。2009 年の第 27 回社会保障審議会

「少子化対策特別部会」資料として、全国病児保育協議

会が現状と課題をまとめている。当時の問題点としては、

①受け皿が、医療併設、保育所併設、乳児院併設、独立

型など多様なため、受入れ態勢や保育の機能が明瞭でな

く、利用者や関係者への認知が進んでいない。②保育所

併設の場合、受け入れる病状に制約が大きく、医師との

連携が不十分である。専属の常勤看護師を配置していな

いところもあり、その結果利用実績が乏しい施設が多い。

③医療機関併設の場合、赤字経営を余儀なくされている

が、医療機関は福祉施設と認められておらず、税制面で

不利である。その結果必要性が高くても施設数が増えな

いなどと指摘されている。その結果、要望として、地域

を問わず病児対応型の施設を増やし、病後児対応型にお

いては医療機関との連携を強めるシステムの必要性、さ

らに、補助金の増額および制度面での充実等を指摘して

いる。 

これを踏まえ、先行研究は 2009 年以降のものに注目し

た。佐藤（2009）は、関西圏の病児・病後児保育施設５

か所において聞き取り調査を実施した [注６]。その結果、

すべての施設が不採算であり、当時の改定により定員４

人に対して職員（保育士・看護師）の定員が１名多く配

置しなくてはならなくなったため、今まで以上に維持が

困難になることが明らかになった。 

高橋(2011)は、摂津市と牧方市の事例を参考にしつつ、

病児保育における必要性と課題、保育看護の専門的ケア

の必要性について述べた [注７]。保育形態が「症状別混

合保育」の場合、子どもの年齢差が大きく、急性期、極

期の子どもが入所した場合は保育がしづらい面があると
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指摘している。混合縦割り保育では、急性期と予後の子

どもへの配慮が必要である。また、病院初日受診が市民

病院に限られているが、ホームドクター等、他病院受診

からの利用ができるように、医師間の連携について言及

している。さらに、保育看護の専門性樹立や地域の中心

に１か所「病児保育室」を設置し、医師への往診を依頼

できるようにする仕組みを提案している。 

 東根（2013）は、ファミリー・サポート・センター事

業に注目し、その歴史的変遷を踏まえ、課題を整理した

[注８]。ファミリー・サポート・センター事業は既存の

保育サービスで対応しきれない変動的、変則的な保育ニ

ーズに地域住民による相互援助で対応することを目的に

設立された。2009 年から「病児・緊急対応強化事業」と

して実施されるようになり、地縁機能を代替する相互援

助活動のなかに、専門性が求められるようになってきた。

東根はここで、ファミサポ事業の限界と他の保育サービ

スとの関係を検討し、今後のあり方を再考する時期にあ

ると指摘している。直近のファミサポ事業に関する調査

結果は後述する。 

平松（2015）は、多様化する地域子育て支援の可能性

について述べるなかで、病児・病後児保育に関して触れ、

制度運用における課題を指摘した [注９]。待機児童問題

が解消される見込みがないなかで、保育士より簡単な研

修で取得できる准保育士という民間資格導入が 2007 年

に見送られたものの、再検討されるようになり、保育の

質の担保について言及している。保護者のニーズが多様

化し、それに応えることが急がれている。親のニーズに

応えることが子どもの 善の利益を考えた保育サービス

といえるのか、という視点は、忘れてはならないもので

あろう。 

 正長（2015）は、地域協働による病児保育ネットワー

クという視点から現状と課題について述べた [注 10]。

病児保育事業は、子どもの立場を代弁する専門家集団（保

育士、看護師、医師、栄養士等）が、子どもの健康と幸

福を守るためにあらゆる世話を行う、子育てのセーフテ

ィネットとしての役割を担うべきであり、社会システム

の構築が不十分であると指摘している。社会支援システ

ムとして期待されるものの一つにファミリー・サポー

ト・センターが挙げられるが、実はその運営に関しては、

公益法人等に委託することができる。2012 年度の調査に

よると、市区町村直営が 42.7％、委託運営が 55.7％とあ

る。委託または補助先の団体では、社会福祉協議会が

48.1％と も多く、ＮＰＯ法人が 34.7％、公益／一般法

人が 10.3％となっているほか、民間企業も存在する。委

託先としてはＮＰＯ法人の増加がみられる。このような

なかで、正長は医療機関からの専門的な研修や助言を受

ける必要性を指摘している。さらに、既に機能している

院内保育所を当該医院の就労者のみならず、地域への開

放を提案している。経営面での解決策は十分に示されて

いるとはいいがたい。そこで、民間の自発的な体制作り

として、安曇野市社会福祉協議会の事業にみられるよう

なサポーター登録制を紹介している。 

 地域に依拠した保育のあり方については、通常保育と

病児・病後児保育は分けて考えざるを得ない。光武（2017）

は、長崎県内の保育所におけるアンケート調査を行い、

専門職の人材育成について考察を行った [注 11]。2014

年度の全国調査を踏まえ、長崎県内の調査では 100％が

講習・研修を必用だと回答しながらも参加できているの

は 57％に過ぎないことを明らかにした。特に感染予防の

リスクマネジメントや、食物アレルギーによるアナフィ

ラキシーショック回避に向けた保育士の観察力を指摘し

ている。 

 ファミリー・サポート・センター事業に関する調査は、

女性労働協会が行っており、2017 年の調査結果を以下に

記す。2016 年 3 月 31 日時点のセンター運営方法は、 市

区町村の直営（41.7％）、市区町村からの委託（56.4%)、

市区町村からの補助(1.9%)となっている。会員総数は

600,628 人（平成 26 年度調査 526,537 人）で、依頼会員

447,974 人（74.6％）、提供会員 114,486 人（19.1％）、

両方会員 38,168 人（6.4％）という割合である。今回の

調査で、「平成 26 年度保育緊急確保事業」を受けている

ファミリー・サポート・センターの対象数は 769 か所、

有効回答数 679 か所、回収率 88.3％であった。病児保育

に関しては、「病児の預かりに対して、サポート会員に抵

抗や心配があるようで、理解してもらうことや会員を探

すことが難しい」「病児、病後児の預かりの要望は、女性

が働く上でますます増えそうではあるが、サポートを受

けてくれる会員が少ないのが現状」とある。 

内容別活動件数をみると、「病児・病後児の預かり」は

5,885 件（0.4％）、病児・病後児保育施設への送迎が、

2,509 件（0.2％）であった。病後児の預かりは通常時と

比べ様々なリスクある活動であることが改めて分かった。

これまでの活動中、病児・病後児の預かりに関連して報

告を受けた内容としては、「預かった時は元気だった子ど

もが、預かっている間に具合が悪くなったので、母親（依

頼会員）と連絡をとった」というケースが 284 件(41.8%)
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と も多い。「原則病児の預かりは行っていないが、会員

同士の判断で、病児・病後児を預かった」というケース

が、185 センター（27.2%）でみられた。預かった子ども

から提供会員やその家族が、風邪等をうつされたという

ケースが 146 センター（21.5％)で起きており、「預かっ

ている間に容態が急変したので救車搬送した」ケースも

15 センター（2.2％）で発生している。 

専門性の高い支援をボランティアである提供会員に担

わせることへの問題が指摘されている。具体的には、以

下のような声が寄せられている。 

・子どもの安全確保の観点から専門知識を要する為、一

般市民がボランティアできる活動レベルではないと思

われる。 

・医療の専門的な知識を持たない会員が講座を受けただ

けで、病児・病後児の預かりをするには、負担が大き

くなると思うため実施するのは難しい。 

・病児のお子さんを預かることは、容態が急変すること

を考えるとハードルが高く、依頼できない。 

以上、社会福祉政策としての保育事業の充実に向けて、

数々の調査・研究がなされてきたが、家族のありようが

多様化し、働き方が多様化した現代において、この問題

は労働政策の一環としても捉えるべきであろう。しかし

ながら、そのような視点からの研究はまだ少ない。次章

では、病児保育を展開している２事業所に注目して、一

人親世帯における病児のケア問題の担い手を中心に、地

域協働によるネットワークの構築について考察する。 

 

５．病児保育の現状 

5-1 ＮＰＯ法人フローレンス 

2004 年に設立されたフローレンスは、脱施設モデルと

して注目された。その取り組みは多くのメディアにとり

あげられ、多くの人に知られるところとなった [注 12]。

創業のきっかけは、子どもの看護のために会社を長期欠

勤した女性が、雇用調整されてしまった事実に触れたこ

とだ。仕事と育児の両立を実現できる社会を実現しよう

と立ち上がったフローレンスは、非営利団体設立までに

自治体、保育所、医療機関を回り、新しい事業の構想や

アイデアを企画書にまとめては書き直す日々が続いた。

当時保育所に子どもを預けて働く母親の 33％が病気の

ときも子どもを預かってほしいと回答し、仕事と育児の

両立で悩む親の 72％が子どもの病気と回答しているニ

ーズ調査を目にし、事業が経済的に成り立つモデルを創

ることにした。商店街の協力を得て、空き店舗を使った

「商店街病児保育室」はターミナル駅から近く、保護者

にとって利用しやすい施設になりそうだったが、自治体

の補助金が得られないと判明した段階で、発想を変えた。

病児を預かる施設をつくるのではなく、病児を預かる人

のネットワークをつくることにした。 

事業継続のためには安定的な収入を得る仕組みが必要

である。しかし、子どもの病気が発生するのは感冒が流

行する冬が多く、夏場の利用者は減少する。そこで、定

額制のモデルを考え、保険共催型の課金システムにたど

りついた。共済型とは、月会費制で会員同士が支えあう

仕組みである。 

依頼から保育スタッフが派遣されるまでの流れは図１

のとおり、対象等は表１のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ サービス提供の流れ（サイトに公開中） 

 

表１ 利用の仕組み 

対象者 生後 6ケ月～小学校 6年生：集団保育ま

たは小学校に通っている子ども 

（入院歴、既往歴は問診票にて確認） 

利用可能日 月曜日～金曜日 

利用時間 8:00-18:30  

早朝オプション 7:30 から利用可能 

夜間オプション 20:00 まで利用可能 

受けられる

疾病・症状 

はしか以外可 

預かり場所 自宅もしくは提携病児保育室（中央区内

のクリニック） 

対象エリア 東京 23 区ほか、神奈川県（一部）、千葉

県（一部）、埼玉県（一部） 

利用料金 保険型なので利用頻度によって異なる

（月額数千円～） 

自宅訪問型保育のため、伝染力の強いインフルエンザ

や水ぼうそう、手足口病やプール熱、溶連菌やロタ、ノ
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ロなど、はしか以外の病気に対応できる。また、室内で

のマンツーマン保育のため、二次感染の心配がない。中

央区内の病児保育室は毎日３枠確保され、自宅からクリ

ニックまでタクシーを利用する場合には、そのタクシー

代をフローレンスが負担する。本部には看護師や小児応

急救護講師も常駐し、症状変化時のバックアップ体制を

とっている。 

対象エリアを拡大するなかで、2012 年には一般財団法

人 日本病児保育協会を設立し、2013 年には、病児保育

資格取得ＷＥＢ講座「認定病児保育スペシャリスト」の

提供を開始した。その後、障害や慢性疾患がある子ども

も預かり可能な、訪問看護つき「発達支援プラン」を開

始したり、障害児専門の保育園を開園したりするなど事

業の幅を広げていった。社会のニーズに非営利団体が応

えるなかで社会は変化する。子ども・子育て支援新制度

によって、小規模保育所が新たに区市町村の認可事業と

して制度化されていった。 

5-2 オハナゆめキッズハウス 

持続可能な事業運営を実践するために、会員制病児保

育サービスが、2012 年に千葉県東葛地区にオープンした。

１社のみで事業を行うと、経営上のリスク管理のために

コストが高くならざるを得ない。そこで、保育園運営事

業・保育園向け経営支援事業・ベビーシッター事業を抱

える２社が、それぞれ得意分野で協業することにより、

全体としてのコストを低減させることにより、持続可能

な病児保育問題解決モデルを構築した。（図２） 

施設利用型と居宅訪問型で始まり、同エリア内で順次

開園していくなかで、2017 年には市の委託事業として、

オハナゆめキッズハウスがオープンした。利用の流れは

図２のとおり、利用対象等は表２のとおりである。 

予約受付時間は開所日の 9:00〜17:00 で、予約可能日

数は１つの疾病・症状で 大連続６日間である。予約後

にかかりつけの小児科医にて受診し、預かり保育が開始

される。したがって、予約をしても当日朝の診察の結果

や、予防接種歴、既往症などにより預かってもらえない

こともあり得る。 

 千葉県内には市内のクリニック併設の病児保育を含め、 

現在 54 の自治体で 76 施設が設置されている。県のホー

ムページには「病児保育事業とは、児童が病中又は病気

の回復期において、当該児童を病院・診療所、保育所等 

に付設された専用スペース等で一時的に保育・看護ケア

を行う事業です。対象となる児童の年齢や病状等の要件、

申込方法は各市町村によって異なります。」と記載され、

一覧表には各施設のＵＲＬも付記されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ サービス提供の流れ（サイトに公開中） 

 

表２ 利用の仕組み 

対象者 生後 6ケ月～小学校 6年生：市内在住も

しくは市内の保育所等、小学校に通って

いる子ども 

利用可能日 月曜日～土曜日 

利用時間 8:00-18:00 延長不可 

利用できな

い疾病・症状

・39.0 度以上の継続的な発熱 

・脱水症状 

・呼吸困難等、呼吸状態が極めて悪い場

合 

・感染性胃腸炎（ノロウィルス・ロタウ

ィルスなど） 

・ 麻疹（はしか） 

・ みずぼうそう 

・ 結膜炎（流角結含む） 

・その他（当病児保育室が預かれないと

判断した場合） 

預かり場所 オハナゆめキッズハウス 

対象エリア 流山市 

利用料金 市の規定より４時間まで一律 2,000 円、

その後１時間ごとに 300 円加算される。

 

 次の図３から８は、オハナゆめキッズハウスの室内の 

様子である。伝染性の病気に備えて、入り口は２か所あ

る。回復期の児童に対する見守り保育時には、消耗した

体力に応じた過ごし方ができる。トイレは排泄トレーニ

ングが無理なくできるような設えになっている。こちら

の保育所は、主要駅から徒歩５分程度のところに位置し、

保護者にとってアクセスのよい場所にある。土曜日も営
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業しているので、販売職などサービス業に従事する親は

安心して預けられる。ただ、時間外のケアがないため、

子どもを預けて職場に向かう際には時間の余裕がないと

難しいだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３受付（筆者撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 隔離が必要な子どものための部屋（筆者撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 低年齢児の部屋（筆者撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 手洗いの部分（筆者撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 集団保育の部屋（筆者撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 集団保育の部屋（筆者撮影） 

 

５．考察 

5-1 病児保育の専門性 

基本的に急性期の子どもを預かる場合には、医師の診

断が必要であり、地域で医療機関と連携するか、診療所

に併設する形で展開している。先行研究でも指摘されて
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いたとおり、実際にはその数が十分とはいえない。新た

につくるのが難しいならば院内保育所の地域開放を求め

たいところではあるが、実際には受入可能な人数が限ら

れていることから、医療従事者が預けられず勤務できな

い状況は避けなければならないため、非常に難しい。い

ざという時には小児科の医師が対応してくれるとはいえ、

医者にとって負担となる「時間外受診」の半数近くは子

どもである。小児科医の自殺が、過労死として労災認定

されたこともある。 

古くは家事代行の一環として、病児の見守り保育を担

っていた企業では、子育て経験者に一定の研修を行った

うえで、個人宅に派遣している。前述のフローレンス代

表者が設立した日本病児保育協会では、「認定病児保育ス

ペシャリスト」資格を創設し、保育の事故予防小児救急

法インストラクター資格を有する保育士も講義を担当し

ている。ＷＥＢを通して学習し、小テスト、24 時間の実

習を経て資格を付与される。類似資格として、医療保育

専門士がある。こちらは、保育士資格を有し、医療機関

または福祉施設において２年以上勤務した経験を持つ者

で、且つ日本医療保育学会会員であることが条件である。

入院している子どもの遊びや生活を支援する保育に関す

る資格である。認定病児保育専門士という資格は、保育

士・看護師の有資格者が、(一社)全国病児保育協議会加

盟施設に常勤として ２年以上勤務していることが条件

である。保育に加えて医療に関する知識と援助技術が必

要とされるのはいうまでもない。保育は実学のため、経

験が座学に勝ることもあるだろう。若い保育士とベテラ

ン母親のどちらも託児の現場では必要とされている。そ

して、有資格者や子育て経験者にどの程度の医療知識と

技術が必要とされるかは議論が分かれるところであろう。 

5-3 経営上の課題と可能性 

行政措置として社会福祉法人に事業を委託し、その事

業運営に必要な経費を公的資金から「措置費」として投

入する仕組みが措置制度である。行政の責務としての福

祉サービス事業を、社会福祉法人が福祉サービスを提供

する仕組みは、戦後から半世紀にわたって続いてきた。

やがて形骸化するとともに時代の変化に応じて見直しが

なされ、社会福祉基礎構造改革へと至った。その後、営

利企業を含む多様な経営主体が福祉サービス事業に参入

し、一般市場と同様の競争原理が導入されるようになる

と、福祉サービスの質的向上や量的拡充が問われるよう

になった。 

保育事業においては、営利か非営利かという議論以前

に、コスト的に事業継続の難しさが指摘されている。民

間企業やＮＰＯ法人は、意思決定のスピードが速いが倒

産等の憂いがないわけではない。また、待機児童問題が

解消された後に、長期にわたり少子化が続いた場合、現

在の稼働率を確保することは難しい。保育事業のコア部

分は、株式会社などの営利法人を含む多様な事業者も担

い得る。しかし、福祉的側面の強い病児保育などは、公

平性・透明性が求められることもあり、社会福祉法人や

ＮＰＯ法人に託すべきだという考えも成立するだろう。

しかし、一般的に非営利団体の運営は収支のバランスが

難しいのが現実である。 

フローレンスの場合は、早期より寄付文化の醸成に取

組んできた。法人会員／個人会員それぞれファンを増や

していく試みは、この十年で一定の成果をあげたといえ

よう [注 13]。オハナゆめキッズハウスでは、病児保育

は採算が厳しいが、他部門に支えられることで全体とし

て保育事業が成立できている。営利企業において収益の

み追求するのではなく、不採算部門において事業継続の

意義や価値が認められた場合に、採算部門でいかにカバ

ーしていくか、それが課題である。福祉サービスは、受

益者負担の割合をどの程度におさえるか。例えば、国民

健康保険事業は、行政が責任を持つべきものとして捉え

られ、利用者負担の軽減などのため税金を投入している

会計の一つである。株式会社参入の際に懸念されること

は、補助金の使途を明確に会計分離することである。保

育所の施設運営に関わる 低限の部分を担保しておけば、

万一保育以外の事業で業績が悪化した場合でも、保育事

業への影響をおさえることは可能である。 

5-4 利用上の課題と可能性 

利用者はいつでもすぐ預けられるのか。本来は急な発

病に備え、小規模の地域ごとに対応する仕組みをつくる

ことが望ましいが、前述のとおり院内保育所の解放を求

めざるを得ないほど、充足率は低い。待機児童解消に向

けて、保育所や保育士の量の拡充と質の向上に向けた改

革が急速に進められているが、地域との繋がりをいかに

豊かにできるかが、解決の糸口になるであろう。特に貧

困問題は深刻である。働かねばならないのに、子どもを

預けて働けない状況は、ひとり親世帯の現状でもある。

子育ても仕事もすべて一人で抱えているひとり親家庭は、

低収入であることが多い [注 14]。共働き家庭のように

交代で仕事を休み対応することができない。自分が休ん

で子どもを看ることができればよいが、非正規労働者の

場合、何日も休みが続いてしまうと収入が減るばかりで
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はなく、雇用調整の対象になりかねない。収入格差が子

どもの教育機会・社会的格差につながり、世代間の貧困

連鎖が生じることは、昔から指摘されていたところでも

ある [注 15]。フローレンスでは、多様な寄付のスタイ

ルを提案しており、一人親世帯を支える仕組みは 2008

年から続いている。月額 2100 円の寄付４人分で、１回あ

たりの病児保育をカバーできる。8400 円の寄付者ひとり

でも、1050 円の寄付者８人でも、ひとり親世帯１世帯を

カバーすることができる。 

オハナゆめキッズハウスの在る地域では、シングルマ

ザーの自活に欠かせない保育と就労の両立を支援する仕

組みが誕生した。同保育所はシングルマザー専用のシェ

アハウスの１階にテナントとして入居している。シェア

ハウス入居者は、病児保育の機能を有す保育所を利用す

ることも、オーナーが経営するクリーニング代行の店で

働くことも可能である。オーナーは保育所の運営会社や

地域の人々とともに、将来的には「人を雇いたい」とい

う声を集めてシングルマザーたちに紹介し、マッチング

させていく機能をこの地域に設けることも視野に入れて

いる。相互補完的な集合住宅の仕組みは未だ珍しいが、

地域協働によるネットワーク構築のモデルになり得ると

いえるだろう。 

 

６．まとめ 

病児保育の需要と供給のアンバランスは、なかなか解

消される兆しはない。しかしながら、いつ病気になるか

分からない子どもをいつでも預けられるためには、受け

皿を増やしていくしかない。特にひとり親世帯の増加傾

向、保護者のニーズの多様化を踏まえると、施設利用型

と居宅訪問型のいずれもさらに充実させていく必要があ

る。家族機能をいかに地域社会が代替するかという社会

福祉の視点と、企業が代替するかという企業福祉の両方

の視点から、病児保育の今後を検討していく必要がある。

地域の医療機関といかに連携していくか、有資格者を増

やすか、ベビーシッターとの棲み分けを行うか。さらに、

採算があわないといわれるなかで、個人負担をどの程度

におさえて運営していくか、古くて新しい課題である。 

専門知識・技術を要する病児保育を、ファミリー・サ

ポート・センターに期待することは現状では難しい。病

児のケアを有償ボランティアに頼るのではない仕組みづ

くりが必要だ。そこで、保育者に医療知識を学んでもら

うだけでなく、離職した医療従事者に保育に関する学び

を経て病児保育の施設を手伝ってもらうわけにはいかな

いだろうか。離職した看護師のなかには、夜勤等のない

働き方を希望する者もいるだろう。多様な働き方を実現

することで地域社会が活性化していく仕組みをつくるこ

とができれば、福祉政策の視点からも労働政策の視点か

らも意義深いと考える。 

また、病児保育は基本的に採算が合わないと指摘され

ているが、フローレンスのアニュアルレポートによると、

今期も黒字を達成している。その背景には他部門の事業

達成や多様な寄付の仕組みがある。2008 年頃までは、フ

ローレンスも病児保育事業単体での収益は赤字であった。

そこで価格を改定し、利用頻度の高い会員と頻度の低い

会員の双方が割安感を感じられる料金体系に変えたとこ

ろ、2009 年には黒字に転換することができた。また、活

動がメディアに取り上げられることにより、世の中に病

児保育の必要性が理解されるようになると、同じような

志を持つ者も現れ、ノウハウは広がっていった。担い手

が増えることで、病児保育の恩恵を得られる者も増える。 

フローレンスが、株主への利益配分がなされない非営

利組織として社会的課題の解決を目指し、オハナゆめキ

ッズハウスはＣＳＲではなく事業として社会的課題の解

決、地域の活性化を目指している。働き方改革の波が広

がりつつあるなかで、地域の特性にあったスタイルの保

育事業を展開していくことが継続性のある支援を可能に

し、人材活用、経済の活性化に繋がっていくだろう。市

場と国家とコミュニティが相互補完する形での雇用創出

が地域の活性化をもたらすとしたら、その立役者は、コ

ミュニティに根ざした社会的企業であるといえよう。 

筆者はフローレンスのサポート会員としてその活動を

見守ってきた。また、女性の再就職支援に携わりながら

“生き方・働き方”の研究を進めてきた。病児保育に関

しては、かつて勤務した事業所において、非施設型の仕

組み（事業所が利用料金の一部を補助する仕組み）の構

築に関わった。それらの経験を踏まえて今回は病児保育

の課題の整理を行ったが、次の課題としては利用者への

アンケート調査を通して先行研究との比較を行いたい。

そして、南流山の地域ネットワークに注目しながら、社

会的企業の可能性について継続的に検討を重ねていく予

定である。 
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